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昨年12月30日に、平成27年度与党税制改正大綱が公表されました。衆議院選挙が12月に実施
されたため、例年に比べてその取りまとめ・公表が遅れたものの、大綱で明らかにされた主要な
改正項目は、秋口あたりから議論されていた内容に概ね沿ったものとなっています。以下、法人
に関連する主要な改正項目を中心に説明します。

法人実効税率の引下げ
• 法人税の税率が23.9%（現行:25.5%）に引き下げられます（平成27年4月1日以後開始事業年
度から適用されます）。

• 国・地方を通じた現行の標準的な法人実効税率34.62%（東京都ベース:35.64%）は、32.11% 
（東京都ベース:33.10%）に引き下げられます。この引下げは、法人事業税所得割の税率引下
げ（7.2%から6.0%へ）も加味しています。

• 平成28年度改正においては31.33%への更なる引下げが行われ、数年で20%台まで引き下げ
ることを目指しています。

欠損金繰越控除制度の改正
• 大法人の繰越欠損金の当期所得に対する控除上限（現行:当期所得の80%まで）が、平成 

27・28年度は65%に、平成29年度以降は50%に引き下げられます。繰越期間（現行:9年間）
は、29年度以降に生じる欠損金について10年になります。

• 中小法人等には原則として上記の改正は適用されません。
• 再建中の法人や新設法人については、7年間は所得の全額を控除可能とする特例が導入され
ます。
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受取配当金益金不算入制度の改正
• 株式の保有比率区分ごとの益金不算入額が以下のように改
正されます。5%以下保有の株式については、益金不算入割合
が50%（現行）から20%に大幅に引き下げられます。

保有比率 益金不算入額
100% 受取配当金額の全額
1/3超100%未満 受取配当金額の全額（負債利子控除あり）
5%超1/3以下 受取配当金額の50%（負債利子控除なし）
5%以下 受取配当金額の20%（負債利子控除なし）

• 保険会社については、特例として、「保有比率5%以下」の株式
の配当金額について40%が益金不算入とされます。

• 株式投資信託の分配金は、全額益金算入となります（ETFの
分配金は80%益金算入）。

外形標準課税の拡大（法人事業税）
• 法人事業税の税率が改正されます。所得割と外形標準課税 
（付加価値割・資本割）の割合（現行:3:1）が段階的に見直さ
れます（27年度は5:3、28年度は1:1）。

• 所得拡大促進税制における給与等支給増加額を付加価値割
の課税標準から控除する制度が創設されます。

• 一定規模以下の法人において、外形標準課税の拡大により
負担増となる場合、2年間に限り、負担変動の軽減措置が講じ
られます。

研究開発税制の見直し
• いわゆる「総額型」の法人税額に対する税額控除限度額
（30%:平成26年度末まで）が25%に引き下げられます。 
一方、特別試験研究費（一定の共同・委託研究費等）に係る税
額控除率は引き上げられ、法人税額に対する税額控除限度額
が別枠（5%）で手当てされます。

• 税額控除限度超過額の繰越が認められなくなります。

消費税
• 消費税率の再引上げ（8%から10%へ）は、平成29年4月1日
まで延期されました。税率10%時には、関係事業者を含む国
民の理解を得た上で、軽減税率が導入されます。

• 海外事業者から日本居住者・日本法人への電気通信役務の
提供（電子書籍や音楽・広告の配信等）などの国境を越えた役
務の提供について、消費税が課されるようになります（平成
27年10月1日から）。いわゆるBtoC取引（消費者向け取引）
については、国外事業者申告納税方式により課税が行われ
ます。BtoB取引（事業者向け取引）については、原則としてリ 
バースチャージ方式により、サービスの提供を受ける国内事
業者が申告納税することになります。

国際課税
• タックスヘイブン対策税制における低税率国の判定基準
である実効税率（いわゆるトリガー税率）が「20%以下」から
「20%未満」に変更されます。特定外国子会社等の平成27
年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

• 外国子会社配当益金不算入制度において、子会社所在地国
の法令上損金算入の対象となる配当は、益金不算入の対象
から除外されます。

所得税・資産税
• 株式等のキャピタルゲインが非課税とされる国に移住するこ
とによる譲渡所得課税等の回避を防止するために、本人の出
国時に未実現のキャピタルゲインに課税する「出国時課税制
度」が導入されます（平成27年7月1日以後に国外転出をす
る場合について適用されます）。

• 世代間の資産移転を一層促すために、結婚・子育て資金の一
括贈与に係る贈与税の非課税制度が創設されます。また、住
宅取得等資金の非課税贈与制度が適用期限を延長した上で
拡充されます。

その他
• 地方創生を実現するため、東京からの移転や地方企業の拡
充等による企業の地方拠点の強化に対して、オフィス投資減
税や雇用促進税制の特例が創設されます。

• エコカー減税、軽自動車税について、見直しが行われます。
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